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第三期特定健康診査等実施計画の骨子 
（平成30年～35年） 
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計画策定の趣旨 
生活習慣病の疾病予防 
医療費の適正化 
（関係法令） 
・ 「高齢者の医療の確保に関する法律」第19条（特定健康診査等実施計画）  
・「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針」 
 なお、データヘルス計画に定める他の保健事業と調和がとれたものとする。 
 
実施率目標値 
【平成35年度】                                【平成29年度】 
総合健保・私学共済グループ                       第二期目標値              
特定健康診査：85％                             （85％） 
特定保健指導：30％                             （30％） 
メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率：目標設定なし 
 
目標値と支援金の加算・減算の基準 
目標値と支援金の加算・減算の基準は一致しない。 
総合健保及び私学共済は、特定健康診査実施率50％未満、特定保健指導5％未満で加算
の対象となる。ただし、第三期の中間地点である、平成33年度以降の加算・減算の基準は見直
される予定。 
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検査項目等 
基本項目の内、血糖検査、脂質検査において測定方法が追加変更 
 血糖検査 空腹時血糖に変わり随時血糖（食後3.5Ｈ以上10時間未満）、脂質検査 ＬＤＬコ
レステロールに代わりNｏｎ-ＨＤＬコレステロール （中性脂肪400ｍｇ/ｄｌ以上もしくは食後採血） 
詳細項目に、血清クレアチニン検査（ｅGFR含む 腎臓病検査）を追加 
標準的な質問票において、体重の年間増減3キロに変わり、咀嚼機能が追加 
費用対効果実現可能性と効率性、実施率、費用対効果  
  
実施期間 
特定健康診査：毎年度3月末までに実施し、翌年度5月末までに健診データを受領する 
           （受診券の有効期限：毎年度3月末日）          
特定保健指導：翌年度7月末までに初回面談を実施 
           （利用券の有効期限：翌年度7月末日） 
 
□受診費用等（受診券・利用券無料） 
特定健康診査：会場型特定健康診査のオプション検査付加を拡充 
特定保健指導：会場型特定保健指導の健康管理用品等提供を拡充  
特定健診・特定保健指導の実施に関する行動に対しヘルスケアポイントを付与 
   
実施計画の見直し 
国は第三期期間中において、中間見直しを予定しているため、私学事業団においても国に倣
い必要に応 じて本計画を見直す。 
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